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ＳＡＩＴＡＭＡロボティクスセンター（仮称）管理運営アドバイザリー 

業務委託に係る企画提案競技実施要項 

 

 ＳＡＩＴＡＭＡロボティクスセンター（仮称）管理運営アドバイザリー業

務委託に係る企画提案競技の実施については、この要項に定めるとおりとす

る。 

 

１ 委託内容 

（１）委託業務名 

   ＳＡＩＴＡＭＡロボティクスセンター（仮称）管理運営アドバイザリー

業務委託 

（２）委託業務内容 

   別紙仕様書のとおり  

   ＊仕様書は、実施しなければならない最低限の業務を示したものである 

（３）委託期間 

   契約締結日から令和７年３月２５日（火）まで 

（４）委託上限額 

   ２５，２１５千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

２ 参加資格 

  企画提案競技に参加できる者は、（１）から（９）までに掲げる要件を全

て満たすものとする。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当

しない者であること。 

（２）埼玉県財務規則（昭和 39 年埼玉県規則第 18 号）第 91 条の規定により

埼玉県の一般競争入札に参加させないこととされた者でないこと。 

（３）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再

生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続開始決

定後に埼玉県知事が別に定める競争入札参加資格の再審査を受けている

者はこの限りではない。 

（４）本件企画提案競技の公告日から本契約の成立までの期間に、埼玉県の契

約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止の措置を受け

ていない者であること。 

（５）本件企画提案競技の公告日から本契約の成立までの期間に、埼玉県の契

約に係る暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外等の措置を受けてい

ない者であること。 

（６）法人税、法人県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税等の納付すべ
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き税金を滞納している者でないこと。 

（７）物品の買入れ等に係る入札参加資格に関する告示（令和４年埼玉県告示

第 747 号）に基づき、業種区分「催物、映画及び広告の企画・製作並び

にその他業務」のうち「集計・調査、企画研究、計画策定業務」に登録さ

れた者（登録される者を含む）。 

（８）令和元年度以降、当該企画提案競技の公募開始日までの間に、国、地方

公共団体における類似業務を元請けとして受託し、誠実に履行した実績

を有すること（類似業務とは、「産業支援施設など公の施設の管理運営に

関する調査・分析、計画策定等」の業務をいう）。 

（９）本企画提案競技に複数の事業者で参加する場合には、次に掲げる全ての

要件を満たしていること。 

  ア 全ての構成員が（１）から（６）の要件を満たしていること。 

  イ 代表構成員が（７）及び（８）の要件を満たしていること。 

  ウ 各構成員は、他の構成員として又は単独で本企画提案競技に参加して

いないこと。 

 

３ 募集・選定スケジュール 

  企画提案書等の受付開始  令和６年４月 ８日（月） 

  質問受付期限       令和６年４月１５日（月）正午まで 

  質問回答期限       令和６年４月１８日（木） 

  企画提案書等提出期限   令和６年４月２２日（月）正午まで 

  第一次審査(書類審査)   令和６年４月２３日（火） 

  ＊応募者４者以上の場合のみ実施 

  プレゼンテーション審査  令和６年４月２５日(木) 

  ＊一次審査通過者に実施 

  選定結果通知       令和６年５月上旬（予定） 

 

４ 選定方法 

  公募型のプロポーザル方式とする。 

 なお、本委託に係る説明会は行わず、本実施要項及び仕様書に基づき実施

する。 

 

５ 質問の受付・回答 

  本件に関する質問は次のとおり受け付けるものとする。 

（１）受付期限 

   令和６年４月１５日（月）正午まで 

（２）質問方法 

   質問書（様式６）に記入の上、電子メールで送信すること。送信後は電
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話により到達確認を行うこと。 

  ・ メールの件名： 【質問】管理運営委託 

  ・ 送 信 先： 「９提出先及び問い合わせ先」の電子メールアドレス 

（３）回答方法 

   質問者の名を伏せた上で、令和６年４月１８日（木）までに県ホームペ

ージで回答を公開する。 

 

６ 企画提案書等の提出 

（１）提出書類 

No. 項目 様式 記載内容・留意事項 

01 申込書 様式１ 必要事項を記入すること。なお、押印は

不要。 

02 会社概要 様式２ 必要事項を記入すること。 

03 会社案内 任意 会社概要がわかるパンフレット等 

04 業務実績 様式３ 「２参加資格（８）」に該当する業務実

績について記載すること。なお、実績が

多数ある場合は５項目を限度に本業務

に関係が深い実績を記載すること。な

お、県が確認のために追加書類の提出を

求めた場合は提出すること。 

05 見積書 任意 

(様式４） 

提案内容を実現するために必要な全て

の費用を積算し、合計は税込みの額と

し、内訳を含め記載すること。なお、押

印は不要。様式４（参考様式）の活用は

任意。 

06 企画提案書 任意 様式は任意。ただし、横型（縦横比は４：

３や１６：９等）、横書きで提出するこ

と。なお、記載内容は「６（２）企画提

案の内容」を参照。 

07 誓約書 様式５ 「２参加資格」の（１）から（９）まで

の全てに該当することの誓約。必要事項

を記入すること。なお、押印は不要。 

 

（２）企画提案の内容 

   仕様書等を踏まえ、次に掲げる事項を含めた内容とすること。 

  ア 基本方針 

本業務を実施する上での基本方針や重要と考えるポイントを記載する
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こと。 

  イ 業務実施計画 

 ・ 仕様書２「（１）管理運営方法の検討評価」については、センター

の管理運営方法の基本的な考え方を整理し、類型別の検討・評価を

行い、望ましい管理運営方法を提案すること 

 ・ 仕様書２「（２）管理運営基準の作成」については、センターの管

理運営上の課題と対応策を整理し、施設サービスの基準及び保守管

理、修繕等の管理運営基準案を作成すること 

 ・ 仕様書２「（３）収支見込額等の推計」については、類似施設等の

状況を調査のうえ、収入関係・支出関係の推計・設定を行うこと。  

 ・ 仕様書２「（４）サウンディング調査支援」について、管理運営候

補事業者等を対象として、県と共同でサウンディング調査を行うこ

と。  

 ・ 仕様書２「（５）指定管理者募集要項の作成」については、上記

（１）～（４）の結果等を踏まえ、指定管理者の募集要項案を作成

すること。 

  ウ 業務実施体制 

    配置予定者や職務内容などの本業務の実施体制を記載すること。 

  エ 業務実施工程 

    仕様書「２業務内容」の実施及び「４成果物」提出の作業項目やスケ

ジュールを記載すること。 

（３）資料の閲覧について 

  ア 閲覧図書 ＳＡＩＴＡＭＡロボティクスセンター（仮称）に係る管理運

営調査業務委託報告書のうち一部 （令和５年３月） 

        ＳＡＩＴＡＭＡロボティクスセンター（仮称）に係る基本設

計参考図面 

  イ 閲覧場所 埼玉県 産業労働部 次世代産業拠点整備担当 執務室 

        〒330-9301 さいたま市浦和区高砂 3-15-1（本庁舎４階） 

  ウ 閲覧期間 令和６年４月 ８日（月）  ９ 時から 

        令和６年４月２２日（月） １２ 時まで 

  エ 閲覧方法 閲覧時間は原則１時間以内とし、担当者に閲覧日前日までに

予約をとること。他者の予約等により閲覧時間が確保できない場合は、 

閲覧をすることができない場合がある。 

    閲覧を希望する場合は 閲覧前に「閲覧に関する誓約書」様式第７号

に署名の上、提出すること 。 

 

（４）提出期限・方法 

  ア 提出期限 
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    令和６年４月２２日（月）正午まで 

  イ 提出方法 

   ① 応募メールの送信 

     電子メールによりに以下の内容を送信すること。送信後は電話によ

り到達確認を行うこと。 

    ・ メールの件名： 【応募】管理運営委託 

    ・ メールの本文： 企業名、部署名、担当者氏名、電話番号 

   ② 県が指定した方法による提出書類データの提出 

     上記①確認後に県が指定する方法（※）により「６（１）提出書類」

のデータを送信すること。送信後は電話により到達確認を行うこと。 

     （※）県から送信する電子メールの案内に従い、データをインターネット経

由で送信する方法等 

 

（５）ファイルの形式 

   Microsoft Office 形式又は PDF 形式とすること。 

   なお、ファイル名は「６（１）提出書類」の「No.」及び「項目」の名

称とすること（ファイル名の例：01_申込書）。 

（６）その他留意事項 

  ア 企画提案に関する一切の経費については、提案した法人又は団体の負

担とする。 

  イ 提出期限を過ぎて提出された応募書類は無効とし、提出後の差替え及

び再提出は認めない（県からの指示による場合は除く）。 

  ウ 見積書の金額が契約限度額を超える場合は失格とする。 

  エ 実施要項に違反した場合や提出書類に虚偽の内容を記載した場合は、

応募を無効とする。 

  オ 契約締結後、契約の相手方となる企画提案者の名称、審査結果概要等

の情報公開を行う。また、県民等からの情報公開の請求に応じて契約の

相手方となる企画提案書等の情報公開を行う場合がある。 

 

７ 審査方法 

（１）審査方法 

  ア 契約先候補者（以下「候補者」という。）の選定に当たっては、企画

提案書等を提出した者が、「ＳＡＩＴＡＭＡロボティクスセンター（仮

称）管理運営に係る調査業務委託選定委員会（以下「選定委員会」と

いう。）」においてプレゼンテーションを行い、選定委員会が提案内容

を総合的に審査し、最も評価点が高かった提案者を候補者として選定

する。 

    ただし、その者が著しく社会的信用を損なう等により、本業務を委
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託するにふさわしくないと認められるときは、次順位の者を候補者と

して選定する。 

     なお、企画提案書等を提出した者が１者のときは、選定委員会が提

案内容を総合的に審査し、本業務の委託先として適当であると認めた

場合に、当該企画提案書等を提出した者を候補者として選定する。 

  イ プレゼンテーション審査 

    ① 開催日時・場所 

     〈日時〉令和６年４月２５日（予定） 

     〈場所〉埼玉県庁周辺を予定 

      ※ 参加者に対して実施日、開始時間、会場等を電話又は電子メ

ールで連絡する。 

      ※ 原則、対面での開催を予定しているが、新型コロナウイルス

感染症の拡大状況により、オンラインで開催する等、開催方法

を変更する可能性がある。なお、その場合は詳細が決まり次第

連絡する。 

     ※ 応募者多数の場合等、審査日程を変更する可能性がある。 

  

   ② プレゼンテーション等の時間 

     プレゼンテーションは１者当たり２０分以内、企画提案に対する質

疑は１者当たり２０分程度とする。 

 

   ③ 出席者 

     １者につき３名以内、主たる説明者は本業務を実施する際の実務担

当者とする。なお、正当な理由なく参加しなかった者の提案は無効と

する。 

   ④ その他 

     プレゼンテーションは、提出された企画提案書等を用いるものと

し、パソコンの持ち込みも可能とする。 

 

（２）書類審査 

   応募者が４者以上の場合は、企画提案書及びその他提出書類による第一

次審査を実施し、第一次審査を通過した者(３者程度)のみプレゼンテーシ

ョン審査を行う。 

   なお、第一次審査の結果(未実施の場合含む)は、応募者全員に令和６年

４月２４日(水)までに電子メールで通知する。 

 

（３）審査基準 

   審査の項目、視点及び配点は、別添「ＳＡＩＴＡＭＡロボティクスセン
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ター（仮称）管理運営アドバイザリー業務委託企画提案競技実施要項評価

項目」のとおり。 

 なお、審査の結果、総合点が一定の水準に達しない場合、該当なしとす

る場合もある。 

（４）選定結果の通知 

   選定結果は、参加者に対して令和６年５月上旬に電子メールにより通

知する。 

 

８ 契約方法 

（１）業務内容に関する細目事項について、候補者と県の間で協議の上、業務

委託契約を締結する。その際、企画提案の内容等により仕様書の一部を変

更することがある。 

（２）選定後であっても、候補者の辞退、協議が整わない場合、「２参加資格」

を満たさなくなった場合や業務を遂行できない重大な事由が判明した場合

は、委託契約を締結しないことがある。その場合は、当該候補者に対して

その資格を取り消す旨の通知をした後、評価が２番目に高かった者を新た

に候補者とし、改めて協議を行う。新たな候補者が辞退等した場合は、次

に評価が高かった者を新たに候補者とし、協議を行う。 

（３）協議が整った場合は、候補者から改めて見積書を徴収し、見積書の内容

を精査の上、随意契約による業務委託契約を締結する。なお、見積額につ

いては、正当な理由があると県が認める場合を除き、企画提案時からの増

額は認めない。 

（４）この契約は、立会人型電子契約の電子契約による締結を予定している。

電子契約を行う場合は、契約書は紙ではなく電子データで作成し、押印に

代わる電子署名とタイムスタンプが施される。契約の締結は、電子契約事

業者のクラウドを利用するため、電子メールが必要となる。立会人型電子

契約の利用に係る費用負担は生じない。なお、電子契約の利用について承

諾がない場合は、従来どおり紙の契約書により契約を締結する。 

（５）契約保証金は、契約金額の 100 分の 1 以上の額とする。ただし、埼玉県

財務規則（昭和 39 年規則第 18 号）第 81 条第２項各号に該当する場合は

免除とする。 

 

９ 提出先及び問い合わせ先 

  埼玉県産業労働部次世代産業拠点整備担当 

  住 所： 〒330-9301 さいたま市浦和区高砂 3-15-1 

  電 話： 048-830-3935 

  E-mail： a3760-05@pref.saitama.lg.jp 


